
る
こ
と
と
し
た
。

　
具
体
的
に
は
、
認
定
住
宅
、
Ｚ

Ｅ
Ｈ
水
準
省
エ
ネ
住
宅
に
つ
い
て

は
４
５
０
０
万
円
ま
で
、
省
エ
ネ

基
準
適
合
住
宅
は
３
０
０
０
万
円

ま
で
と
し
た
。
こ
こ
で
い
う
特
例

対
象
個
人
（
子
育
て
世
帯
等
）
と

は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

個
人
を
指
す
。

・�

年
齢
が
40
歳
未
満
か
つ
配
偶
者

を
有
す
る
者

・�

年
齢
が
40
歳
以
上
か
つ
年
齢
40

歳
未
満
の
配
偶
者
を
有
す
る
者

・�

年
齢
が
19
歳
未
満
の
扶
養
親
族

ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
と
い
っ
た
変
化

に
対
応
し
た
豊
か
な
生
活
を
実
現

す
る
た
め
、
既
存
住
宅
の
活
用
促

進
や
省
エ
ネ
性
能
の
向
上
を
図
る

べ
く
、
適
用
期
限
を
令
和
12
年
12

月
31
日
ま
で
５
年
間
延
長
す
る
。

な
お
、
所
得
税
に
お
い
て
控
除
不

足
額
が
あ
る
場
合
の
個
人
住
民
税

に
お
け
る
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
も
、

５
年
間
延
長
す
る
。

省
エ
ネ
住
宅
の

借
入
限
度
額
を
引
上
げ

⑵
借
入
限
度
額
の
改
正

　
既
存
住
宅
の
う
ち
、
省
エ
ネ
性

能
の
高
い
認
定
住
宅
・
Ｚ
Ｅ
Ｈ
水

準
省
エ
ネ
住
宅
に
係
る
借
入
限
度

額
を
３
５
０
０
万
円
に
引
き
上
げ

る
（
図
表
２
）。

　
改
正
前
は
、
既
存
住
宅
に
は
適

用
が
な
か
っ
た
特
例
対
象
個
人

（
子
育
て
世
帯
等
）
上
乗
せ
措
置

の
対
象
を
、
認
定
住
宅
・
Ｚ
Ｅ
Ｈ

水
準
省
エ
ネ
住
宅
、
省
エ
ネ
基
準

適
合
住
宅
と
い
っ
た
省
エ
ネ
基
準

適
合
以
上
の
既
存
住
宅
ま
で
認
め

和
８
年
度
の
税
制
改
正
大

綱
で
は
、
住
宅
ロ
ー
ン
控

除
の
適
用
期
限
が
延
長
さ
れ
る
。

住
宅
ロ
ー
ン
控
除

　
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
と
は
、
金
融

機
関
等
か
ら
融
資
を
受
け
、
居
住

用
家
屋
の
新
築
等
、
買
取
再
販
住

宅
ま
た
は
既
存
住
宅
の
取
得
も
し

く
は
増
改
築
等
を
行
い
、
令
和
７

年
12
月
31
日
ま
で
に
自
己
の
居
住

の
用
に
供
し
た
場
合
に
お
い
て
、

居
住
を
開
始
し
た
年
か
ら
一
定
期

間
、
そ
の
年
の
住
宅
ロ
ー
ン
残
高

に
一
定
の
率
を
乗
じ
た
金
額
を
所

得
税
額
か
ら
控
除
す
る
制
度
だ
。

　
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を
適
用
す
る

た
め
に
は
、
一
定
の
要
件
を
満
た

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
住
宅
を

新
築
ま
た
は
購
入
し
た
場
合
の
主

な
要
件
は
、
図
表
１
の
と
お
り
で

あ
る
。

⑴
改
正
の
趣
旨

　
本
格
的
な
人
口
減
少
や
カ
ー
ボ

令令

省エネ住宅の
借入限度額と
控除期間を調整

個人分野の重要改正項目 土地・住宅税制

住宅ローン控除・不動産関連の改正

図表１　住宅ローン控除の主な要件（改正前）
床面積要件 原則50㎡以上（登記簿上の面積）

自己居住要件 床面積の１/２以上が自己の居住の用
に供されていること

借入金要件 償還期間、賦払期間が10年以上（原
則として金融機関からのものに限る）

居住開始要件 住宅の取得等をした日から６カ月以内
に居住すること

所得要件 適用年分の合計所得金額が2,000万円
以下であること

（出所）筆者作成
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は
借
入
限
度
額
を
２
０
０
０
万
円

に
縮
小
、
新
築
住
宅
に
つ
い
て
も

令
和
８
年
、
９
年
は
借
入
限
度
額

を
２
０
０
０
万
円
と
し
、
令
和
10

年
以
降
は
対
象
外
と
さ
れ
た
。

⑶
控
除
期
間
の
改
正

　
既
存
住
宅
の
う
ち
、
認
定
住

ン
」
で
の
新
築
（
建
替
え
を
除

く
）
は
令
和
10
年
以
後
、
住
宅
ロ

ー
ン
控
除
の
適
用
対
象
外
と
な

る
。
災
害
レ
ッ
ド
ゾ
ー
ン
と
は
、

災
害
危
険
区
域
、
地
す
べ
り
防
止

区
域
、
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区

域
、
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
お

よ
び
浸
水
被
害
防
止
区
域
を
い

う
。

　
な
お
、
税
制
改
正
大
綱
に
お
い

て
は
、
災
害
イ
エ
ロ
ー
ゾ
ー
ン
も

含
め
た
立
地
条
件
の
あ
り
方
に
つ

い
て
、
災
害
ハ
ザ
ー
ド
エ
リ
ア
の

指
定
状
況
も
踏
ま
え
て
検
討
す
る

と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

住
宅
関
連
税
制

　
我
が
国
で
は
、
既
存
住
宅
の
活

用
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
現
在

は
、
耐
久
性
を
満
た
さ
な
い
住
宅

や
省
エ
ネ
・
バ
リ
ア
フ
リ
ー
性
能

が
不
十
分
な
住
宅
も
多
い
。
リ
フ

ォ
ー
ム
に
よ
り
住
宅
性
能
を
高
め

る
と
と
も
に
、
リ
フ
ォ
ー
ム
市
場

を
有
す
る
者

　
な
お
、
令
和
12
年
以
降
に
住
宅

を
新
築
す
る
場
合
に
は
建
築
基
準

法
上
、
最
低
ラ
イ
ン
と
し
て
Ｚ
Ｅ

Ｈ
水
準
省
エ
ネ
住
宅
以
上
に
な
る

予
定
だ
。
こ
れ
を
見
越
し
て
、
省

エ
ネ
基
準
適
合
住
宅
の
既
存
住
宅

宅
、
Ｚ
Ｅ
Ｈ
水
準
省
エ
ネ
住
宅
、

省
エ
ネ
基
準
適
合
住
宅
に
つ
い
て

は
、
控
除
期
間
を
13
年
（
改
正
前

10
年
）
に
変
更
す
る
。
た
だ
し
、

図
表
２
内
「
そ
の
他
住
宅
」
の
場

合
は
10
年
で
あ
る
。
な
お
、
新
築

住
宅
等
に
つ
い
て
は
、
控
除
期
間

の
変
更
は
な
い
。

⑷
床
面
積
基
準
の
改
正

　
床
面
積
基
準
は
、
住
宅
の
種
類

に
か
か
わ
ら
ず
40
㎡
以
上
50
㎡
未

満
（
改
正
前
は
原
則
50
㎡
以
上
）

で
あ
る
居
住
用
家
屋
ま
で
適
用
範

囲
を
拡
大
す
る
。

　
た
だ
し
、
控
除
年
の
合
計
所
得

金
額
が
１
０
０
０
万
円
を
超
え
る

年
お
よ
び
特
例
対
象
個
人
（
子
育

て
世
帯
等
）
の
上
乗
せ
措
置
を
適

用
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
適
用
は

で
き
な
い
。

災
害
レ
ッ
ド
ゾ
ー
ン
は

控
除
の
対
象
外
に

⑸
災
害
レ
ッ
ド
ゾ
ー
ン

　
安
全
・
安
心
な
住
ま
い
の
実
現

の
観
点
か
ら
「
災
害
レ
ッ
ド
ゾ
ー

図表２　改正前後の借入限度額
改正前 改正後

入居時期 令和６年・７年 令和８年・９年 令和10年〜令和12年

借
入
限
度
額

新
築
・
買
取
再
販

認定住宅 4,500万円
（5,000万円）

ZEH水準
省エネ住宅

3,500万円
（4,500万円）

省エネ基準
適合住宅

3,000万円
（4,000万円）

2,000万円
（3,000万円）

新築　対象外
（注１）

買取再販2,000万円
（3,000万円）

その他住宅 原則０円

中
　
古

認定住宅

3,000万円

3,500万円
（4,500万円）ZEH水準

省エネ住宅

省エネ基準
適合住宅

2,000万円
（3,000万円）

その他住宅 2,000万円

※カッコ書きは特例対象個人（子育て世帯等）の場合の借入限度額
（注１）�令和９年末までに建築確認等を受けたもの等については2,000万円
（出所）筆者作成

令和８年度の税制改正大綱
ここを押さえる！ワイド

特集

21 2026年３月１日号 202026年３月１日号

KS260301 P20-25_v17.4 #5.indd   21KS260301 P20-25_v17.4 #5.indd   21 2026/02/12   18:552026/02/12   18:55


